
Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.

健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）

申請書認定要件・改定ポイント解説

Q&A

健康経営優良法人認定事務局
（株式会社日本総合研究所）



Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.1

1.健康経営優良法人認定制度の変更点

2.主な設問の変更について

3.今年度のブライト500認定設問について

4.申請・回答にあたっての注意事項・よくある間違い

5.認定要件・スケジュール

6.Q&A

目次



Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.2

1. 健康経営優良法人認定制度の変更点
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昨年度の健康経営優良法人認定制度からの主な変更点

今年度の主な変更は以下のとおりです。

＃ 変更箇所 変更内容

① 地方公共団体向け特例の追加

• 地方公共団体について、首長部局のみや、教育委員会、公安委員会等、指揮命令系
統が大きく異なる組織単位で申請できる特例を追加

② 認定要件の変更

• 昨年度、中小規模法人部門申請書のアンケート項⽬であった、「仕事と育児または介護
の両立支援」を認定要件の選択項⽬に追加

• 認定要件の小項⽬「健康経営の実践づくりに向けた土台づくり」の評価項⽬を見直し、
女性の健康への対策と高齢従業員への対策を「性差・年代を踏まえた職場づくり」として、
評価項⽬に追加

• 上記の評価項⽬の変更により認定要件（中項⽬）を変更

③
ブライト500認定設問の設問項目・
配点の変更

• 健康経営の成果に着⽬し、ブライト500認定設問の追加・修正・配点ウェイトの変更を
実施

• ブライト500・ネクストブライト1000の選定要件を適合評価項⽬数16項⽬以上に変更
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地方公共団体自身が健康経営のモデルケースとなり、地域の法人に対し、より普及啓発を促進してい
ただくため首長部局、教育委員会や公安委員会等、指揮命令系統が大きく異なる組織単位で申請で
きる特例を設けています。

① 地方公共団体向け特例の追加

地方公共団体向け特例



Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved.5

地方公共団体向け特例での申請を行う場合、範囲に含まれる部署名を記載してください。
首長所管の一部組織のみの申請はできません。

① 地方公共団体向け特例での申請方法

範囲に含まれる部署名を記載してください。
首長所管の一部組織のみの申請はできません。

「2」を選択してください
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健康経営優良法人の認定要件として大きく以下の3点の変更を実施しています。

② 認定要件の変更

認定要件の変更

「仕事と育児または介護の両立支援」を評価項目に追加

「高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み」を評価項目に追加

評価項目の追加に伴い、「 3．制度・施策実行」の認定要件を変更

1

2

3
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評価項⽬数の変更に伴い、認定に必要な適合項⽬数を7項⽬以上から8項⽬以上とし、
「 3．制度・施策実行」における各中項⽬の認定要件を以下の様に変更しています。

② 認定要件の変更

大項目 中項目 小項目 評価項目 該当設問

ブライト500
・ネクスト

ブライト1000
認定要件

通常認定要件
小規模特例
認定要件

3

．
制
度
・
施
策
実
行

（1）従業員の健康
課題の把握と必要な
対策の検討

健康課題に基づいた具体
的な⽬標の設定

健康経営の具体的な推進計画 Q10 必須 必須
健康経営の具体
的な推進計画～
左記③のうち
2項⽬以上健康課題の把握

①従業員の健康診断の実施（受診率実質100％） Q11

左
記
①
～
⑰
の
17

項
目
の
う
ち
16

項
目
以
上

左記3項⽬のうち
2項⽬以上

②受診勧奨の取り組み
Q12①or
Q12②

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 Q13

（2）健康経営の実
践に向けた土台づくり

ヘルスリテラシーの向上 ④管理職または従業員に対する教育機会の設定 Q14orQ15

左記7項目
のうち

2項目以上

（昨年度）
4項⽬中1項⽬

以上

左記7項⽬のうち
2項⽬以上

（昨年度）
4項⽬中1項⽬

以上

ワークライフバランスの推進
⑤適切な働き方実現に向けた取り組み Q16

⑥（新設）仕事と育児または介護の両立支援の取り組み Q17orQ18

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み Q19

仕事と治療の両立支援
⑧がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み
（⑮以外）

Q20

性差・年齢に配慮した職
場づくり

⑨（移動）女性の健康保持・増進に向けた取り組み Q21

⑩（新設）高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取
り組み

Q22

（3）従業員の心と
身体の健康づくりに関
する具体的対策

具体的な健康保持・
増進施策

⑪保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に
関する取り組み

Q23orQ24
左記7項目
のうち

4項目以上

（昨年度）
8項⽬中4項⽬

以上

左記7項⽬のうち
2項⽬以上

（昨年度）
8項⽬中3項⽬

以上

⑫食生活の改善に向けた取り組み Q25

⑬運動機会の増進に向けた取り組み Q26

⑭長時間労働者への対応に関する取り組み Q27

⑮心の健康保持・増進に関する取り組み Q28

感染症予防対策 ⑯感染症予防に関する取り組み Q29

喫煙対策
⑰喫煙率低下に向けた取り組み Q30

受動喫煙対策に関する取り組み Q31 必須 必須 必須

認定要件の変更（制度・施策実行のみ抜粋）
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今年度は健康経営の成果に着⽬し、ブライト500認定設問の追加・修正・配点ウェイトの変更を実施。
また、ブライト500・ネクストブライト1000の選定要件は適合評価項⽬数16項⽬以上としています。

③ ブライト500認定設問の設問項目・配点の変更

ブライト500認定設問の項目/配点ウェイト/内容

# 設問項目 各項目で問いたい内容

1

3

6

経営者・役員の関与の度合い

PDCAに関する取り組み状況

健康経営の取り組みに関する外部からの
依頼による発信状況

健康経営に関して経営トップが関与している内容を問うと共に、経営方針・理念を
基に健康経営の方針やそれに紐づく戦略マップやKGIを定めているかどうかを問う

健康経営の推進方針を検討するにあたり、昨年度まで実施した健康経営の施策に
について、どのように評価・改善を行っているかを問う

5
健康経営の取り組みに関する自社からの
発信状況

「健康経営」という文脈で自社から行った情報発信の内容、特に戦略マップや指標
の開示を問う（今年度より、情報発信の頻度は評価しない）

「健康経営」という文脈で外部からの依頼を受けて行った情報発信の内容とその回
数を問う

健康経営の組織への浸透に向けた取り
組み

健康経営の従業員への浸透を図るためにどのような取り組みをしているかを問う2

健康経営の推進による企業の
健康風土の把握

健康経営の推進により社内に蓄積する定性的な効果や風土の変化をどのように
把握してるかを問う

4

配点ウェイト

20 

35

5 

10 

10 

20

※青字：今年度の変更点
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2. 主な設問の変更
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設置趣旨・適合基準に変更はありませんが回答形式を変更しています。SQ形式にすることで本設問で
記載すべき内容を明確化した他、計画の進捗状況と実行主体を問うSQを新たに設けています。

【健康経営の具体的な推進計画】（申請書：Q10）（1/3）

○設置趣旨
本項⽬は、組織の健康課題や労働環境の改善に向けた具体的な計画・数値⽬標を設定し、その達成・進捗状況の把握、評価等
の実施（PDCAサイクルの構築）を問うものである。

○適合基準
本項⽬は、従業員の健康課題を踏まえ、従業員の健康保持・増進、過重労働防止等に関する計画を策定し、具体的な数値⽬
標、実施（責任）主体および達成期限を定めていることをもって適合とする。なお、本項⽬では「⽬標・計画の“設定”」を評価するた
め、⽬標の達成状況は問わない。
また、健康宣言において何らかの数値⽬標を定めている場合や、既に定めている安全衛生計画等に従業員の健康保持・増進、過
重労働防止等に関する⽬標・計画の記載がある場合も、適合とする。
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具体的な推進計画を策定し、数値⽬標、実施主体、達成期限を定めて推進している場合、その内容
を具体的にご記入ください。

【健康経営の具体的な推進計画】（申請書：Q10）（2/3）

SQ2で設定した課題の解決に向けた”具体的な取
り組みの計画”を記載する

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
目標として以下を記載する

・どのような⽬標か
（達成したい組織の状態を具体的に記入）

・上記⽬標の達成予定年度

以下から課題のテーマを選択し、
選択テーマに合わせて健康経営を通じて解決した
い課題を記載する
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（前項の続き）

【健康経営の具体的な推進計画】（申請書：Q10）（3/3）

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
進捗状況を記載する。
※計画された取り組みの実施準備等、何等か実施されてい
ない取り組みは認められません。

不適合例）インフルエンザワクチンの予防接種を計画してい
るが11月から摂取開始の為、現状の実施事項はない

記載例）11月からのインフルエンザワクチン接種の予防接種
に向けて、協力医療機関との連携や従業員への周知を進め
ている

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
取り組み効果を想定するために設定した指標とその
現状値（単位）を記載する。

SQ3で記載した”課題の解決に向けた計画”の
取り組みの実行責任者を回答ください。
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「仕事と育児または介護の両立支援」の評価項⽬の追加に伴い、本設問の問い方を変更していますが、
設置趣旨・適合基準、選択肢に変更はありません。

【適切な働き方実現に向けた取り組み】（申請書：Q16）

○設置趣旨
本項⽬は、従業員のモチベーション向上や組織の活性化のため、従業員のワークライフバランスを維持・改善させる取り組みを行ってい
るかを問うものである。

○適合基準
本項⽬は、組織として時間外勤務の縮減や有給休暇取得の促進等、適切な働き方実現に向けた環境づくりとして、a.労働時間の
適正化、b.休暇の取得促進、c.柔軟な働き方の実現のいずれかの取り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。
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「仕事と育児または介護の両立支援」の評価項⽬追加に伴い、本設問として追加しています。
昨年度のアンケート設問からの変更点として一部の選択肢と例示を追加しています。

【仕事と育児または介護の両立支援に向けた取り組み】（申請書：Q17）

○設置趣旨
本項⽬は、仕事と育児・介護の両立のために法令の範囲（育児・介護休業法）で定められる以上の取り組みを行っているかを問うも
のである。

○適合基準
① Q17「仕事と育児の両立支援に向けた取り組み」または② Q18「仕事と介護の両立支援に向けた取り組み」のいずれかを満たす
ことをもって適合とする。
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Q17同様に評価項⽬追加に伴い、本設問として追加しています。昨年度アンケート設問からの変更点
として「早い段階からの情報提供」と「業務代替者への手当支給」の選択肢を追加しています。

【仕事と育児または介護の両立支援に向けた取り組み】（申請書：Q18）

○設置趣旨
本項⽬は、仕事と育児・介護の両立のために法令の範囲（育児・介護休業法）で定められる以上の取り組みを行っているかを問うも
のである。

○適合基準
① Q17「仕事と育児の両立支援に向けた取り組み」または② Q18「仕事と介護の両立支援に向けた取り組み」のいずれかを満たす
ことをもって適合とする。
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評価項⽬の変更に伴い、設問文を変更していますが、設置趣旨・適合基準に変更はありません。
選択肢を「治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に記載に合わせて大きく変更しています。

【がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み】（申請書：Q20）

○設置趣旨
本項⽬は、がん等の私病を持つ従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けて、組織の意識改革や受け入れ体制の整備等
の必要な措置を講じているかを問うものである。

○適合基準
本項⽬は、従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けて、対象者の支援体制の整備等の対策を定めていることをもって適
合とする。
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評価項⽬の変更に伴い設問の位置を移動していますが、設置趣旨・適合基準に変更はありません。
「低用量ピルの費用負担」の選択肢を追加した他、SQ1で問う研修・セミナーのテーマを整理しています。

【女性の健康保持・増進に向けた取り組み】（申請書：Q21）

○設置趣旨
本項⽬は、女性従業員の健康保持・増進に向けた職場環境の整備や、管理職・従業員の女性の健康に関するリテラシー向上に
向けた取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項⽬は、女性特有の健康課題に対応する環境の整備や、管理職・従業員が女性特有の健康課題に関する知識を得るための取
り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。なお、女性従業員が申請日時点でいない場合も、何らかの取り組みを行っている
ことをもって適合とする。

↑※Q21で選択肢16を選択した場合にはSQ1にも回答
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評価項⽬追加に伴い、本設問として追加しています。昨年度のアンケート設問からの変更点として「職
場改善」、「危険マップの作成・周知」、「作業管理」の選択肢を追加しています。

【高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み】（申請書：Q22）

○設置趣旨
本項⽬は、高年齢従業員の健康保持・増進に向けた職場環境の整備や、高年齢従業員の健康に関するリテラシー向上に向けた
取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項⽬は、高年齢従業員の健康課題や体力に対応する環境の整備や、高年齢従業員が健康課題に関する知識を得るための取
り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。なお、高年齢従業員が申請日時点でいない場合でも、適合とする。
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設置趣旨・適合基準に変更はありません。選択肢として「管理栄養士による個別指導」を追加した他、
「社員食堂等の環境整備」と「食品等の現物支給の取り組み」を別選択肢として分割しています。

【食生活の改善に向けた取り組み】（申請書：Q25）

○設置趣旨
本項⽬は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の食生活改善を促す取り組みを行っているかを問うものである。

○適合基準
本項⽬は、従業員の食生活の改善に向けた従業員参加、環境整備のいずれかの取り組みを継続的に行っていることをもって適合と
する。
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設置趣旨・適合基準に変更はありません。「自宅で運動するための機器の提供・購入補助」の選択肢
を追加しています。

【運動機会の増進に向けた取り組み】（申請書：Q26）

○設置趣旨
本項⽬は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の運動機会の増進に向けた取り組みを行っているかを問うものであ
る。

○適合基準
本項⽬は、従業員の運動機会の増進に向けた従業員参加、環境整備のいずれかの取り組みを継続的に行っていることをもって適合
とする。 ただし、事業者が主体的に関与してない取り組みは不適合とする。
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評価項⽬名の変更に伴い、本設問での問い方・注釈を変更していますが、設置趣旨・適合基準に変
更はありません。選択肢「1」では社外の相談窓口設置も対象となっています。

【心の健康保持・増進に関する取り組み】（申請書：Q28）

○設置趣旨
本項⽬は、従業員の心の健康保持・増進または不調者に対するサポート体制や職場復帰支援策を事前に策定することにより、メンタ
ルヘルス不調の予防や不調者発生時の適切な労働支援体制を整備しているかを問うものである。

○適合基準
本項⽬は、心の健康保持・増進や不調者が出た場合の復職・治療支援体制の整備等の対策を定めていることをもって適合とする。
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3. 今年度のブライト500認定設問
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昨年度のブライト500申請法人数は4,224件となり年々増加傾向にあるものの、ネクストブライト1000
の新設により、冠認定法人として顕彰される倍率は7倍から2.8倍と大幅に緩和されています。

（参考）ブライト500の申請状況

出典：経済産業省 第1回健康経営推進検討会 事務局資料②より引用
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ブライト500に申請する場合はQ33回答欄に「1」を記載ください。ブライト500・ネクストブライト1000に
認定されるにあたってはQ34にて選択肢１～３のいずれかを選択する必要があります。

ブライト500に申請して、1500位に入らなかった場合でも認定基準を満たしていれば、通常の健康経
営優良法人として認定されます。

【ブライト500認定設問】 （申請書：Q33、34）

↑ブライト500・ネクストブライト1000の認定を希望する場合、「1」 と回答ください。
※記入していない場合は、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500・ネクストブライト1000））
認定の対象になりません。

↑ブライト500・ネクストブライト1000の認定を希望する場合、１～３のいずれかと回答ください。
申請書の評価結果を公開されない場合、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ブライト500・ネクストブライト
1000））認定の対象になりません。
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ブライト500に申請した法人に対しては、業種別や都道府県別の順位、各設問の選択状況など
ブライト500申請法人中における自社の立ち位置を示したフィードバックシートをお送りします。

（参考）令和7年度 健康経営優良法人申請書フィードバックシートの内容
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Q35では、健康経営ガイドブック（2025年3月版）の認知度を問うています。本設問の回答結果は
認定の評価には用いません。

【ブライト500認定設問】 （申請書：Q35）
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今年度は健康経営の成果に着⽬し、ブライト500認定設問の追加・修正・配点ウェイトの変更を実施。
また、ブライト500・ネクストブライト1000の選定要件は適合評価項⽬数16項⽬以上としています。

（再掲）ブライト500認定設問の設問項目・配点の変更

ブライト500認定設問の項目/配点ウェイト/内容

# 設問項目 各項目で問いたい内容

1

3

6

経営者・役員の関与の度合い

PDCAに関する取り組み状況

健康経営の取り組みに関する外部からの
依頼による発信状況

健康経営に関して経営トップが関与している内容を問うと共に、経営方針・理念を
基に健康経営の方針やそれに紐づく戦略マップやKGIを定めているかどうかを問う

健康経営の推進方針を検討するにあたり、昨年度まで実施した健康経営の施策に
について、どのように評価・改善を行っているかを問う

5
健康経営の取り組みに関する自社からの
発信状況

「健康経営」という文脈で自社から行った情報発信の内容、特に戦略マップや指標
の開示を問う（今年度より、情報発信の頻度は評価しない）

「健康経営」という文脈で外部からの依頼を受けて行った情報発信の内容とその回
数を問う

健康経営の組織への浸透に向けた取り
組み

健康経営の従業員への浸透を図るためにどのような取り組みをしているかを問う2

健康経営の推進による企業の
健康風土の把握

健康経営の推進により社内に蓄積する定性的な効果や風土の変化をどのように
把握してるかを問う

4

配点ウェイト

20 

35

5 

10 

10 

20

※青字：今年度の変更点
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経営者・役員の関与の設問として「健康経営の推進方針」、「組織体制」への関与を詳細に問うよう
変更した他、「施策内容やその進捗状況について把握する」ことも選択肢として追加しています。

【経営者・役員の関与の度合い】 （申請書：Q36） （1/2）

○設置目的
健康経営に関して経営トップが関与している内容を問うと共に、経営方針・理念を基に健康経営の方針やそれに紐づく戦略マップや

KGIを定めているかどうかを問う
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健康経営の推進計画・⽬標、⽬標達成状況を確認するKGIを具体的に問うSQ1を追加しています。
Q36で選択肢「1」~「3」を選択している場合、ご記載ください。
なお、SQ1記載内容の検証結果を問うSQ2はブライト500認定評価には用いません。

【経営者・役員の関与の度合い】 （申請書：Q36） （2/2）

企業のビジョンや理念の実現に向け、健康経営を通
じて実現したい方針を記載ください

健康経営の推進方針実現のために達成する目標を
記載ください

健康経営の⽬標達成状況を確認するための指標・
目標値・達成年度を記載ください

ブライト500・ネクストブライト1000の認定評価には用い
ませんが、既に検証を実施している場合、ご回答ください。
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Q37,SQ1として健康経営の組織への浸透に向けた取り組み及び、組織への浸透状況を確認するため
の設問を新設しています。

【健康経営の組織への浸透に向けた取り組み】 （申請書：Q37）

○設置目的
健康経営の従業員への浸透を図るためにどのような取り組みをしているかを問う
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今年度より、回答形式を変更しています。Q38で昨年度までに実施した健康経営の取り組みについて
評価を実施しているか否かを問うた後、SQ1~5としてその具体的な評価内容を問うています。

【健康経営のPDCAに関する取り組み状況】 （申請書：Q38）（1/3）

○設置目的
健康経営の推進方針を検討するにあたり、昨年度まで実施した健康経営の施策について、どのように評価・改善を行っているかを問
う

以下から課題のテーマを選択し、
選択テーマに合わせて健康経営を通じて解決した
い課題を記載する

※課題テーマ・課題の内容はQ10 SQ2で記載された内容
との重複も認められます
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SQ2ではSQ1で記載した課題に対する取り組みを記載してください。Q10 SQ3で記載された内容との
重複も認められます。
SQ3では取り組みの効果を検証するために評価した内容を選択肢から選択ください。

【健康経営のPDCAに関する取り組み状況】 （申請書：Q38）（2/3）

SQ1で設定した課題の解決に向けて
実施した、具体的な取り組みの内容

を記載する
※課題テーマ・課題の内容はQ10 SQ3で
記載された内容との重複も認められます
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SQ4では取り組みの評価結果とその方法を記載してください。
SQ5では今後の改善方針と当該の改善方針に至った理由を記載してください。

【健康経営のPDCAに関する取り組み状況】 （申請書：Q38）（3/3）

SQ2で記載した取り組みが、SQ1で設定
した課題の解決につながっていたか否かを
記載する

「取り組みの評価結果」を導きだした方法
とその理由を記載する

実施した取り組みの結果を踏まえた、今後
の改善方針を具体的に記入する

（追加）今後の改善方法を検討するに
至った理由を記載する
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Q39,SQ1として健康経営の実践による企業の健康風土の醸成状況に関する設問を新設しています。

【健康経営の推進による企業の健康風土の把握】 （申請書：Q39）

↑SQ1はブライト500・ネクストブライト1000の認定には使用しませんが、Q39で「6」を選択した場合、回答ください

○設置目的
健康経営の推進により社内に蓄積する定性的な効果や風土の変化をどのように把握してるかを問う
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情報発信の内容を示す選択肢として、経営者・役員が関与して決定した健康経営方針や体制状況を
追加した他、「健康経営の取り組みによる“経年”の効果」を示す指標を詳細化しています。

【健康経営の取り組みに関する自社からの発信状況】 （申請書：Q40）

○設置目的
「健康経営」という文脈で自社から行った情報発信の内容、特に戦略マップや指標の開示を問う
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健康経営の取り組みに関する外部からの依頼を受けての発信の設問について、変更はありません。

【健康経営の取り組みに関する外部からの依頼による発信状況】 （申請書：Q41）

○設置目的
「健康経営」という文脈で外部からの依頼を受けて行った情報発信の内容とその回数を問う
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4. 申請・回答にあたっての
注意事項・よくある間違い
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⚫ 複数の選択肢を選択する設問において、「取り組みを実施している」選択肢と、「特に行っていない」
選択肢を同時に選択しないようご注意ください。

⚫ 同時に選択した場合、評価項⽬不適合となります。

回答ルール

「何らかの取り組みを実施している」選択肢と、「特に行っていない」の選択肢を同時に選択した場合、
評価項目不適合となります。
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⚫ 法人名の記載欄には「株式会社」等の法人格を含む正式名称を正しく記載ください。㈱等の略語や
不要なブランクは記載しないでください。

法人情報の記載方法

法人名

➢ 「株式会社」等の法人格を含む正式名称を記載ください。
㈱等の略語や不要なブランクは記載しないでください。
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⚫ 誓約書には、誓約日、誓約者、従業員代表の全てを記載ください。

⚫ 特に誓約日の記載がない申請書が散見されます。申請書アップロード前に必ずご確認ください。

誓約書の記載方法

誓約日
➢ 誓約日は申請期間中の日付を必ず記載ください。

日付が申請開始前及び申請開始後の場合、
認定されません。

➢ 誓約日の記載がない申請書が散見されます。
申請書アップロード前に必ずご確認ください。
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⚫ 加入保険者の記載にあたっては、正式名称で正確にご記載ください。

⚫ 「〇〇健保」、「〇〇国保」等の略称は記載しないでください。

加入保険者の記載方法

「２.健康保険組合」を選択した場合
➢ 組合名は「〇〇健保」等の略称記載はせず、

「〇〇健康保険組合」等正式名称を記載ください。
➢ 組合名及び連合会名、保険者番号を記載ください。

連合会名が不明の場合には加入保険者に
確認ください。

「3.国民健康保険組合(土木建築国保 等)」
 「4.共済組合、その他」 を選択した場合
➢ 正式な組合名を記載ください。
➢ 健康保険組合同様に、「〇〇国保」等の略称記載はせず、

「〇〇国民健康保険組合」等と記載ください。
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⚫ 自治体と保険者が共同で健康宣言事業を運営している場合は、選択肢1「申請日時点で加入し
ている保険者が実施する健康宣言事業に参加している」を選択ください。

⚫ 健保組合加入の場合、健康保険組合が所在する健康保険組合連合会 各都道府県連合会が
運営する健康宣言事業への参加が必要となる場合があります。

健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診

加入している健康保険組合に確認したが、「健康宣
言事業は行っていない」と言われた場合
➢ 健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合が所在する

健康保険組合連合会 各都道府県連合会が運営する健康宣言
事業への参加が必須になります。

➢ 加入している健康保険組合を通して、健康保険組合連合会 各都
道府県連合会が実施する健康宣言事業への参加方法をご確認く
ださい。

➢ なお、自社独自宣言しか行っていない場合は不認定となります。

自治体と保険者が共同で健康宣言事業を運営して
いる場合
➢ 自治体と保険者が共同で健康宣言事業を運営している場合、自

治体独自の健康宣言事業ではなく保険者で実施する健康宣言事
業に参加している扱いになります。

➢ そのため、選択肢1「申請日時点で加入している保険者が実施する
健康宣言事業に参加している」を選択ください。

◆健康宣言実施の実施に関する適合フロー
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⚫ 本項⽬では、健康経営の推進にあたって各法人が自法人の課題に応じた主体的な取り組みを行う
ことを求めています。

⚫ 他法人と著しく類似した記載が確認された場合や代理申請が発覚した場合は認定されません。

具体的な健康経営の推進計画

申請時点の実施内容および推進計画
他法人と著しく類似した記載が確認された場合や
代理申請が発覚した場合は認定されません

過去に確認された記載例（一部）
健康に関するオンラインセミナーや研修動画、管理栄養士からのア
ドバイス、また保健師へのメール相談などの外部サービスを導入して
いる。利用率を向上させるために社内掲示や声かけを強化し利用
促進を行う。

 ストレスチェックの実施をするために外部サービスを導入する。

 ストレスケアに関するオンラインセミナーや研修動画、またカウンセ
ラーへのオンライン相談などの外部サービスを導入している。利用率
を向上させるために社内掲示や声かけを強化し利用促進を行うとと
もに、不調が疑われる従業員には個別で声かけを行う。
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⚫ 具体的な推進計画の記載として、以下に類する内容は、健康経営の具体的な推進計画の「取り組
み」として認められません。

具体的な健康経営の推進計画の「取り組み」として認められない例

「取り組み」として認められない例

× 喫煙対策として紙たばこから電子たばこへの切り替えを推奨する

例） 「本年度は紙たばこ喫煙者に電子たばこに変更させ、さらには喫煙者０へ」

喫煙対策にあたって、紙たばこから電子たばこへの切り替えといった、禁煙促進となるエビデンスのない取り組みは認められません。
※電子たばこに限らずゲートウェイドラッグとなり得る吸引デバイス全般を推奨すべきではないという見解のもと、認定を行っております。

× 科学的な根拠に乏しい取り組みを推奨する

例） 「コミュニケーション促進のため、同じ血液型同士で担当チームを割り振る」

健康経営の具体的な推進計画として、科学的に効果が検証されている取り組みを推奨しています。

× 従業員のプライバシーへの配慮に欠けると思われる推進計画

例） 「従業員への意識付けのため、〇〇（従業員個人）の体重の推移を例として用い、社内報等で周知する」

特定の従業員に関する健康指標自体を改善することは法人としての⽬標とは認められません。

× 喫煙を社用車に限定する、特定の社用車に限定する等の取り組み

例） 「屋外含め全面禁煙とするが、休憩時間には一部の社用車での喫煙を認めている」

不特定多数の従業員が同乗する可能性がある社用車内での喫煙は受動喫煙を引き起こす可能があるため、認められません。
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⚫ 具体的な推進計画の記載として、以下に類する内容は、健康経営の具体的な推進計画の「⽬標
指標」として認められません。

具体的な健康経営の推進計画の「目標指標」として認められない例

「⽬標指標」として認められない例
× 測定不能な指標
例） 「コミュケーションの取りやすさ等」

客観的に測定可能な指標を⽬標指標として推進計画を策定することを求めています。
× 健康経営の推進と関連性が薄い指標を目標指標とする
例） 「売り上げの向上、交通事故発生予防等」

健康経営推進の効果や進捗を明確に測ることができる指標を⽬標指標とすることを求めています。
× 組織としての目標設定になっていない指標
例） 「個人がそれぞれの健康課題に対して目標を設定・管理している」

健康経営として従業員個人の健康指標を改善することを⽬標とする場合、法人にて従業員の⽬標の達成状況等を把握・管理することが必要で
す。

× 1人当たりの医療費削減を目標指標とする
例） 「1人当たりの医療費を20,000円以下にする」

1人当たりの医療費削減を短期的な⽬標指標とした推進計画は、真に必要な医療費を削減しかねない可能性もあることから、適切な健康経営
の推進計画として認められません。

× 傷病手当金申請日数の削減を目標指標とする
例） 「企業全体での傷病手当金の申請日数を40日以下にする」

傷病手当金申請日数を短期的な⽬標指標とした推進計画は、従業員の真に必要な申請を躊躇させかねない可能性もあることから、適切な健
康経営の推進計画として認められません。傷病による欠勤日数の削減を⽬標指標とすることは問題ありません。

× 過度な長時間労働を長時間労働の領域を出ない範囲で是正することを目標指標とする
例） 「時間外労働時間を月100時間から月85時間へ減らす」

設定指標が一般的に長時間労働の領域を出ない⽬標指標（月80時間を超える時間外労働時間への是正）の場合は適切な健康経営の推
進計画として認められません。

× 法令遵守の範囲内にとどまる目標値を設定している
例） 「年に５日の有給休暇の取得」

法令の範囲内の取り組み・⽬標値を設定することは、適切な健康経営の推進計画として認められません。
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⚫ 本項⽬では労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じないもの（例：こころの耳HP
でのセルフチェック、Webでの個別のチェック等）は認められません。

50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

●ストレスチェック
➢ ストレスチェックは、50人以上の労働者を抱える事業場で労働

安全衛生法第66条の10に基づいて実施を義務付けられており、
50人未満の事業場の有無に関わらず、全ての事業場で法令に
則ったストレスチェックを実施している場合に認定基準を満たしま
す。

➢ 労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に準じない
もの（例：こころの耳HPでのセルフチェック、Webでの個別
のチェック等）は認められません。

※ストレスチェックの実施においては、個人情報の取り扱いに
十分留意することが必要です
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⚫ 自法人の非喫煙者や外部の方も含めて利用する場所への喫煙場所の設置は要件を満たしません
ので、ご注意ください。

⚫ 事務局による誓約事項に則った申請内容の追加的な確認において、受動喫煙対策が講じられてい
ないケースが散見されます。

受動喫煙対策

●受動喫煙対策

➢ 受動喫煙対策の状況について記載ください。

➢ 事務局による誓約事項に則った申請内容の追加的な
確認において、受動喫煙対策が講じられていないケー
スが散見されます。

➢ 自法人の非喫煙者や外部の方も含めて利用する場所
（自社内に設けた自転車置き場の横や、一般の方が
通行または利用する道路に面した場所等）への喫煙場
所の設置は要件を満たしませんので、ご注意ください。
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5. 認定要件・スケジュール
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健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）認定要件

大項目 中項目 小項目 評価項目
認定要件

小規模法人特例 中小規模法人部門

１．経営理念・方針 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須

２．組織体制
健康づくり担当者の設置 必須

(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 必須

３
．
制
度
・
施
策
実
行

（1）従業員の
健康課題の把握と必要

な対策の検討

健康課題に基づいた
具体的な⽬標の設定

健康経営の具体的な推進計画
健康経営の具体的
な推進計画～
左記③のうち
2項⽬以上

必須

健康課題の把握

①定期健診受診率(実質100％)
左記①～③

のうち
2項⽬以上 ブ

ラ
イ
ト
５
０
０
・
ネ
ク
ス
ト
ブ
ラ
イ
ト
1

０
０
０
は

左
記
①~

⑰
の
う
ち
16

項
目
以
上

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

（2）健康経営の実践
に向けた
土台づくり

ヘルスリテラシーの向上 ④管理職または従業員に対する教育機会の設定

左記④～⑩
のうち

2項⽬以上

左記④～⑩
のうち

2項⽬以上

ワークライフバランスの推進
⑤適切な働き方実現に向けた取り組み

⑥仕事と育児または介護の両立支援の取り組み

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

仕事と治療の両立支援 ⑧がん等の私病に関する復職・両立支援の取り組み(⑮以外)

性差・年齢に配慮した職場づくり
⑨女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑩高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み

（3）従業員の心と身体
の健康づくりに関する具

体的対策

具体的な健康保持・増進施策

⑪保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

左記⑪~⑰
のうち

2項⽬以上

左記⑪~⑰
のうち

４項⽬以上

⑫食生活の改善に向けた取り組み

⑬運動機会の増進に向けた取り組み

⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

⑮心の健康保持・増進に関する取り組み

感染症予防対策 ⑯感染症予防に関する取り組み

喫煙対策

⑰喫煙率低下に向けた取り組み

受動喫煙対策に関する取り組み 必須

４．評価・改善 健康経営の取り組みに対する評価・改善 必須

５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）※誓約書参照

定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施
していること、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により送検されてい
ないこと、等

必須
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スケジュール

今年度のスケジュールは以下のとおりです。
回答・申請期間：2025年8月18日（月）～2025年10月17日（金）17時

回答締切は一切延長を受け付けません。

10月17日（金）17時締め切り
余裕をもった回答のアップロードをよろしくお願いいたします。

締め切り後、10月27日(月)中（回答締切後6営業日中）に
ご担当者メールアドレス宛にファイルの受領確認メールをお送りします。
メールが10月28日(火)になっても届かない場合はお問い合わせください。

2025年 2026年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月 …

中
小
規
模
法
人
部
門

審査期間
申
請
受
付

健
康
経
営
優
良

法
人
の
発
表

健
康
経
営
推
進
検
討
会

評
価
結
果
送
付

健
康
経
営
優
良
法
人
申
請
書
・

認
定
基
準
の
検
討

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

シ
ー
ト
送
付※

※フィードバックシートは健康経営優良法人2026（中小規模法人）ブライト500申請法人にのみ送付
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今年度の健康経営優良法人申請書の変更点並びに内容について疑問点がある場合、ご質問ください。
ただし、事務局内での協議が必要となり当日お答えできない場合や一部修正のうえ回答する場合も
ございますので、後日、申請に関するよくある質問を必ずご確認いただくようお願いいたします。

Q&A/申請に関する問い合わせ先

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-2-1 鎌倉河岸ビル

健康経営優良法人認定事務局窓口（委託企業：株式会社日経リサーチ）

TEL：03-5296-5172
（お問い合わせ受付時間：平日10時～17時30分）
中小規模法人部門：kenkoujimu@nikkei-r.co.jp
大規模法人部門：health_survey@nikkei-r.co.jp

ACTION！健康経営 申請について

https://kenko-keiei.jp/application/
https://kenko-keiei.jp/wp-

content/uploads/2025/09/Chusho_QA20250818.pdf

申請に関するよくある質問（9月8日更新）
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